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８ 健康•長寿社会の実現 

１ 「未病」の考え方に基づく国の施策の推進 

 

【提案内容】           提出先 内閣官房、厚生労働省、経済産業省 

(1) 健康長寿社会の実現に向けて、健康・医療戦略に位置付けた「未病」

の考え方を更に推し進め、ＡＩやＩＣＴを含むテクノロジーにより、

日常生活の中で健康データを測定・蓄積し、活用できる社会基盤を整

備するなど、「未病コンセプト」を基軸とした国の施策を推進すること。 

また、健康の維持・増進、病気や要介護状態等の進行抑制・改善に

向けた個人の取組を支援するとともに、地方自治体における取組への

支援を行うこと。 

◆現状・課題 

超高齢社会を乗り越えるためには、「未病コンセプト」に基づき国民一人ひとりが主体的に

自分の健康状態を考えることが重要である。健康・医療戦略では、「一次予防、二次予防、三

次予防」を定義付け、国の施策が計画されているが、「予防」とは「健康か病気か」を二分す

るモデルにおいての考え方である。本来、健康と病気とは「二分論」の概念で捉えるのではな

く、心身の状態は健康と病気の間を連続的に変化するものとして捉え、この全ての変化の過程

を「未病」とする「未病コンセプト」の考え方は、健康を自分事化するために重要である。 

国の「健康・医療戦略」においても、本県が掲げる「未病」の概念の重要性が盛り込まれて

おり、国民の「未病改善」を推進するため、健康・医療・介護政策に「未病コンセプト」を位

置付け、国民一人ひとりが、食生活や運動面等の未病改善（＝体全体の状態を最適化するこ

と）に取り組める社会環境づくりを早急に進める必要がある。 

また、健康・長寿社会を実現するためには、切れ目のない医療・介護・健康づくりサービ

スの提供体制の構築が重要であることから、地域医療提供体制や地域包括ケアシステムの構築

のためにも医療・介護、ヘルスケアのデータを、ＩＣＴを活用して個人・関係者が共有し、き

め細かく対応できる体制づくりが大変有効であ

り、支援を拡充する必要がある。 

◆実現による効果 

「未病コンセプト」を基軸とした国の施策を推

進することで、健康に関する様々なイメージが広

がり、個人が専門家のサポートを受けながら、民

間サービスを主体的に選択して生活の質を高めて

いくことができるようになる。こうした「未病」

にかかわるサービスの市場が広がることで、超高

齢社会の課題解決と同時に、新たな産業分野（未

病産業）の創出・拡大につながる。 
そして、「未病改善」に誰もが取り組みやすいインセンティブを含む社会環境が形成され、

国民一人ひとりが、生活習慣病や高齢化によるフレイルの進行から心身をより健康な状態に近

づけることが可能となるなど持続可能な健康・長寿社会の実現につながる。 

                             （神奈川県担当課：政策局いのち・未来戦略本部室、健康医療局健康増進課、 

                             福祉子どもみらい局高齢福祉課） 
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(2)  国民一人ひとりの行動変容を促すためには、自分の現在の「未病」

の状態や将来の疾病リスクを数値で見える化することが重要であるこ

とから、国の施策において「未病指標」を活用し、未病の見える化か

ら改善の促進を図ること。 

◆現状・課題 

国民の健康寿命延伸という課題の解決と新たな市場・産業の創出が同時に求められる中、

「健康長寿社会の形成に資する新産業創出」、「未病の取組を進めるための数値等の指標を活

用」等が健康・医療戦略でも記載されるなど、個人の行動変容を促す取組を支援することは喫

緊の課題となっている。こうした課題に対処するため、個人の現在の未病の状態や将来の疾病

リスクを数値で見える化（＝「未病指標」）し、個人の主体的な行動変容を促す未病改善の取

組を保険者努力支援制度において評価するなど、「未病」を基軸とした見える化から改善の促

進を図るための、具体的な施策の積極的な推進が必要である。 

 

◆実現による効果 

国が具体的な施策の中で個人、企業、地

方自治体を含めて「未病指標」を活用する

ことで、これまで潜在的に存在していた価

値を可視化し、個人の具体的な行動変容を

促すことができる。同時に、個人に応じた

様々な商品・サービスが生まれることで新

たな産業の創出が期待できる。 

さらに、「未病指標」は商品やサービス

の評価基準となるだけでなく、企業や地域

における健康課題を明確にして解決に導く

ための重要なツールとなる。 

                   （神奈川県担当課：政策局いのち・未来戦略本部室） 
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２ 健康寿命指標の見直し 

 
【提案内容】                     提出先 厚生労働省 

地方自治体が未病改善の施策を推進していく上で、成果を検証するため

の確かな指標が必要である。現在、指標の一つとしている「健康寿命」に

ついて、より客観性や再現性があり、適時算定可能な方法を採用し、併せ

て、健康か不健康かの二分ではなく心身の状態をグラデーションで捉えた

視点も考慮すること。 

 （神奈川県担当課：健康医療局健康増進課） 

 

  

◆現状・課題 

健康寿命とは、一般に、ある健康状態で生活することが期待される平均期間又はその指標の

総称であり、国では、３つの算定方法（①「日常生活に制限のない期間の平均」、②「自分が

健康であると自覚している期間の平均」、③「日常生活動作が自立している期間の平均」）を示

し、健康増進計画「健康日本２１」においては、そのうちの一つ ①「日常生活に制限のない

期間の平均」を健康寿命として掲げている。 

これらの算定方法については、2019年３月の「健康寿命の在り方に関する有識者研究会」報

告書において、上記の①を引き続き採用し、③を補完指標として利活用するとされ、2020年３

月に閣議決定された「健康・医療戦略」にも引き継がれているが、①は客観性や再現性がな

く、大都市以外の市町村単位での算出が困難である。一方、③は、介護保険情報に基づいてお

り、抽出ではなく全認定者数を算定の基礎としているため、全市町村単位での算出と毎年の算

定が可能であるが、要介護認定は原則65歳以上であり、指標の示す対象が狭い。 

また、本来、人の心身の状態は、日々、健康と病気の間で変化するグラデーションの状態、

つまり「未病」であり、これをより健康に近づけていくことこそが健康寿命の延伸につながる

ものである。そのため、健康と不健康に二分する評価ではなく、心身のグラデーションの状態

に応じた評価ができる指標とする必要がある。 

なお、国は、健康寿命に影響を及ぼす身体的・社会的要因の分析のため、今後も研究班での

検討を行うとしているが、より実態に即した適切な指標を検討いただきたい。 

 

◆実現による効果 

  健康寿命が、より適確な算定方法により算定され、基礎データも明らかにされることで、健

康寿命に影響を与える主なリスク要因や地域間格差の要因を検討することが可能となり、健康

課題の特定、中長期的また広域的な健康・医療政策の展開を助け、健康長寿社会の実現に資す

ることとなる。 
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３ 共生社会の実現を推進するための認知症基本法を踏まえた

「認知症の未病改善」  
 
【提案内容】                        提出先 厚生労働省

誰もが認知症になりうる社会における認知症施策の推進に当たっては、

「共生社会」の理念の下、健康と病気の間を連続的に変化するものと捉え

る「未病」の考え方を踏まえ、「認知症の未病改善」の表現を取り入れる

こと。 

また、共生社会の実現を推進するための認知症基本法や、認知症施策推

進基本計画の実効性が確保されるよう、様々な施策を推進するために必要

な財源措置を講じるとともに、施策の効果検証・見直しを行うこと。 

さらに、国として認知症の発症や進行を抑制する未病改善の研究等を一

層推進すること。 

◆現状・課題 

令和６年１月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行されたところ、誰

もが認知症になりうる社会においては、認知症になってからも、希望を持って自分らしく暮ら

し続けることができるという「新しい認知症観」の普及とともに、誰もが認知症になることを

意識するために、また、認知症になってからも進行を抑制するためには、心身の状態が健康と

病気の間で連続的に変化するものと捉える「未病」の考え方を踏まえた認知症施策を進めてい

くことが求められる。 

また、認知症基本法により地方自治体が講じることとされた基本的施策に基づく様々な施策

を推進するためには、恒久的で活用しやすい、十分な財源措置を講じる必要がある。 

さらに、認知症施策の推進に当たっては、地方自治体の実情を踏まえた検討を進めるととも

に、認知症の人や家族の意向を踏まえて施策の効果検証・見直しを実施していくことが必要で

ある。 

近年、認知症抗体医薬が市販されるようになり、国において、認知症に関する研究や開発が

引き続き進められているが、認知症は未だその病態解明が不十分であることなどから、認知症

の未病改善に有効な取組は十分に確立されていない。こうした状況の中、認知症の発症や進行

を抑制するためには、認知機能検査に関する情報や、診療報酬・介護報酬等のビッグデータと

いった客観的な数値等を活用して、研究機関が住民等と一体となり、地域全体で効果的な取組

を推進する必要がある。 

 

◆実現による効果 

「未病」の考え方を踏まえた認知症施策の推進及び必要な財源措置や環境整備の確実な実施

により、認知症の発症抑制だけでなく、認知症となっている人の進行を抑制するための未病改

善の取組が進むことで、認知症の人や家族の視点を重視した、認知症施策推進基本計画ひいて

は認知症基本法の実効性が確保される。 

（神奈川県担当課：福祉子どもみらい局高齢福祉課、健康医療局健康増進課） 
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４ がん対策の推進 

 

【提案内容】                    提出先 厚生労働省 

重粒子線によるがん治療について、保険診療の対象を拡大するとともに、 

診療報酬額を適正な水準とすること。また、保険診療の拡大に伴って人材

が不足しないよう、放射線治療専門医等の育成を図ること。 

◆現状・課題 

本県では、がん患者に優しく質の高い医療を提供するため、県立がんセンターにおいて重

粒子線治療を平成27年 12 月から開始した。重粒子線によるがん治療のうち、先進医療に位

置付けられている症例について、持続可能な医療保険制度の運営に留意しつつ、保険適用に

向けて本県でもエビデンスの確立に向け取り組んでいるが、治療費の患者の自己負担額が

300 万円を超え、高額であることから、患者負担軽減のため、保険適用の拡大が必要であ

る。これまでの診療報酬改定においても保険適用の拡大がなされてきたところであるが、引

き続き、拡大を図ること。また、これまで保険適用となった適応疾患については、診療報酬

額が低く医療機関側の大幅な減収となり、施設の運営が困難であるため、実態に合わせた診

療報酬額とする必要がある。さらに、放射線治療専門医等は全国的に数が限られており、確

保が厳しい状況にあることから、人材を育成する必要がある。 

 

◆実現による効果 

保険診療となった場合には、患者の自己負担額は保険診療の制度で定められた割合に抑え

られる上、高額療養費制度も適用され、患者の経済的負担を大幅に下げることができる。 

また、保険診療に当たって、診療報酬額を適正な水準とするとともに、放射線治療専門医

等を育成することにより、医療機関の運営や人材確保が安定し、重粒子線治療を安定して患

者に提供することが可能となる。 

（神奈川県担当課：健康医療局保健医療部県立病院課） 

 

５ 歯科口腔保健対策の推進 

 
【提案内容】                      提出先 厚生労働省 

オーラルフレイルの患者に対する口腔機能の管理やリハビリテーション

について、保険適用とすること。また、市町村が実施するオーラルフレイ

ル対策に係る事業を国保の保険者努力支援制度の評価項目に追加すること。 

さらには、幅広い年齢層へのむし歯対策として有効なフッ化物洗口を推

進するため、国庫補助の拡充などにより、県や市町村の取組の支援充実を

図ること。 
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◆現状・課題 

平成28年度神奈川県口腔ケアによる健康寿命延伸事業において調査したところ、65歳以上の

高齢者の約４割がオーラルフレイル該当者であり、平成30年度に行った介入調査では、本県が

作成した改善プログラムを１か月間実施することで滑舌や舌圧などが有意に改善することが示

された。 

また、オーラルフレイル該当者の４年後における要介護認定及び総死亡のリスクは、非該当

者に比べて、約２倍高いことが、東京大学高齢者社会総合研究機構等の研究チームによる研究

（2017年発表）で明らかとなっている。 

このような中、令和８年度の診療報酬改定において、口腔機能管理料の評価の引上げ及び対

象患者の拡大が行われたが、オーラルフレイル該当者は保険適用の対象となっていない。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、令和６年度から広域連合の保険者インセンティブ制度において、口腔機能に着目した

検査項目の実施が盛り込まれている。しかし、国保の保険者努力支援制度の評価項目には、栄

養障害等を防ぐために重要なオーラルフレイルを含む口腔機能低下の防止について、評価項目

に含まれていない。 

さらには、幅広い年齢層へのむし歯対策として有効なフッ化物洗口法については、平成15年

１月に厚生労働省から発出された「フッ化物洗口ガイドライン」が、令和４年12月に、最新の

知見等を踏まえて改定された。また、厚生労働省が実施する補助事業（都道府県等口腔保健推

進事業）でも、県や市町村が行うフッ化物洗口等の取組に対する補助が行われているが、大規

模な地方自治体にとっては十分な支援とはいえない。幅広くフッ化物洗口の取組を進めていく

ためには、補助基準額の更なる引上げなど、支援を強化していく必要がある。 

 

◆実現による効果 

オーラルフレイル該当者への適切な対応により、要介護及び運動・栄養障害等を未然に防ぐ

効果が期待されることから、「オーラルフレイル該当者への保険適用拡大」及び「国保の保険

者努力支援制度の評価項目への追加」は、将来的には、医療・介護費の適正化にもつながる。 

さらに、地域の実情に応じた様々なフッ化物洗口の取組が進み、歯の喪失につながるむし歯

を防ぐことを通じて、県民の歯及び口腔の健康づくりを推進し、将来的な医療費適正化につな

がる。 

（神奈川県担当課：健康医療局健康増進課） 

  

※加齢に伴って筋肉が減少した状態 

（「神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進計画」を基に作成） 

咀嚼機能を 
測定する機材 

舌圧訓練で 
使用する道具 

※ 

（Tanaka T, Hirano H, Watanabe Y, 
Iijima K. et al.「Oral Frailty as a 
Risk Factor for Physical Frailty and 
Mortality in Community-Dwelling 
Elderly」（J Gerontol A Biol Sci Med 
Sci.2017）を基に作成） 
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６ 持続可能な国民健康保険制度の構築 

 

【提案内容】                     提出先 厚生労働省 

加入者の負担能力に応じた保険料等の負担水準となるよう財政支援方策 

を確実に講じ、将来にわたり持続可能な国民健康保険制度を構築していく 

ための財政基盤を国の責任において確立すること。 

また、一人当たりの医療費水準が低い保険者のインセンティブを損なわ 

ないよう、保険者努力支援制度の成果指標を見直すとともに、ロコモ、フ 

レイルや認知機能対策などの未病改善に向けた都道府県や市町村の取組も 

評価項目に追加すること。 

※ ロコモ‥障害や加齢による運動器の機能低下  フレイル‥加齢に伴う心身の虚弱化 

◆現状・課題 

改正国民健康保険法に基づき、平成30年度から3,400億円の財政基盤強化策が実施され、本県

内のいくつかの市町村で法定外繰入の減少が見られたものの、医療の高度化と被保険者の高齢

化によって一人当たり医療費が増加していることに加え、被用者保険の適用拡大に伴う所得の

ある現役世代の被保険者の減少により保険料の減収が見込まれている。 

令和８年度の診療報酬改定は、診療報酬と薬価等を合わせると2.22％プラスの大幅改定とな

ったことから、保険給付費の上昇により、市町村が県に納める国保事業費納付金が大幅に上昇

し、併せて市町村の保険料も上昇する見込みである。 

また、令和８年度から、子ども・子育て支援金の賦課徴収が開始され、国は、令和10年度ま

で子ども・子育て支援金に係る保険料を段階的に引き上げる試算を示している。さらに、令和

８年度から出産育児一時金の地方財政措置の廃止に伴い、出産育児一時金に係る費用を新たに

被保険者から保険料として徴収する必要が生じている。 

加えて、令和９年度以降においては、医療法等の改正に基づき、新たに医師手当拠出金を賦

課することとなっている。 

以上のように、一人当たり医療費の増加・所得のある被保険者の減少等が進む中で、診療報

酬改定と新たな保険料負担によって、国保の財政運営はさらに厳しいものとなることが危惧さ

れる。 

そもそも、国民健康保険制度は他の公的医療保険制度に比べ、低所得の子育て世帯を中心

に、収入に対する保険料の負担水準が高いという国保の「構造上の問題」は解決されたとはい

えない。国民健康保険制度を持続可能なものとするため、子育て世帯に対する財政支援として

実施された子どもの均等割保険料の軽減措置などの財政基盤強化策を検証し、地方自治体と協

議し、引き続き必要な財政措置の拡充を図ることが必要である。また、より一層の医療費の適

正化を図るために、保険者努力支援制度において、一人当たりの医療費水準の低い地方自治体

が適正な評価を受けられるよう、医療費水準の改善幅よりも、現状の医療費水準の評価の配点

を高めるよう見直すとともに、個人の主体的な健康行動を促す都道府県、市町村の取組に係る

評価項目の更なる充実が必要である。 

併せて、都道府県間の所得水準を調整する役割をもつ普通調整交付金においても、依然とし

て医療費水準が低く、かつ、平均所得が高い都道府県には交付額が少なく、医療費適正化に向

けた努力を妨げるものとなっていることから、年齢構成のみを勘案し地域差を排除した医療費

水準を算定基礎とする見直しを行うことが必要である。 
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◆実現による効果  

加入者の負担能力と医療費水準に応じた保険料の水準となることにより、公的医療保険制度 

間の負担不公平が解消されるとともに、未病改善の取組が促進される。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（神奈川県担当課：健康医療局医療保険課） 

 

 

７ 定期接種に係る財源措置及び対象者の見直し  

 

【提案内容】                    提出先 厚生労働省 

  定期接種に要する費用について、地方財政の負担がないよう、地方交付

税措置ではなく、全額国庫負担への見直しを行うこと。また、健康リスク

が高く早期の接種を希望する方などに対して、対象年齢に限らず接種がで

きるよう、定期接種の対象者の見直しを行うこと。 

◆現状・課題 

定期接種の費用は、実費徴収分を除き、公費負担分は地方交付税措置による市町村負担とな

っているため、地方交付税不交付団体は市町村の一般財源での対応となる。 

また、令和７年度に定期接種化した帯状疱疹ワクチンにおいて、ヒト免疫不全ウイルス（Ｈ

ＩＶ）による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方であっても、66歳

以上の場合は、経過措置の年齢に達さない限り定期接種ができない。 

 

◆実現による効果 

 全額国庫財源の対応になることで、市町村の財政負担が生じず、安定して定期接種事業を行

うことができる。また、リスク因子の高い方などに対し、早期の接種が可能となる。 

（神奈川県担当課：健康医療局健康危機・感染症対策課）  

 

[本県における国保加入者の負担の状況 

 －所得に対する保険料の負担割合－] 
ほとんどの世帯の保険料負担は、被用者保険

(協会けんぽ)を上回っている。令和４年度か

ら子育て世帯負担軽減策として均等割軽減措

置が行われているが、未就学児のみであり、

効果は限定的である。 

協会けんぽの保険料負担率の

1.5倍を超える世帯 

※ 協会けんぽは、令和７年４月から適用の保険料率(介護分を除く)、標準報酬月額は年間16月(ボーナスが4月分支給)として算定。 

※ 横浜市は、令和７年度の保険料率による算定（介護分を除く。軽減適用後）。 

（Ｒ８.２神奈川県調べ） 


